
１ 耐火建築物

２ 準耐火建築物 イ･ロ

３ その他

〔

階 別 階 階 階 階 　合　　　計

申 請 部 分 ㎡

既 存 部 分 ㎡

合 計 ㎡

普通 普通 普通 普通 　最高の

無窓 無窓 無窓 無窓 　　　高さ

〕

　    項 　    項 　    項 　    項

1 平成7年10月5日付消防予第220号通知に適用

非 常 電 源 の 有 無

防 炎 物 品 の 使 用

消 防 法 施 行 令 第 ８ 条 区 画

 　 有(1 専用受電・ 2 自家発電・ 3 蓄電池)・ 無

  　有 　・　 無

  　有 　・　 無

3 連結散水設備

4 非常コンセント設備

5 住宅用防災機器

4 消防機関へ通報する火災報知設備

1 避難器具（　　　　　　　　　　　）

2 誘導標識

3 避難口誘導灯 ( 大・中・小形 )

4 通路誘導灯   ( 大・中・小形 )

1 排煙設備

2 連結送水管2 非常警報設備

 非常ベル・自動式ｻｲﾚﾝ・放送設備　

 ・共同住宅用非常警報設備

3 自動火災報知設備

1 消火器

2 屋内消火栓

3 スプリンクラー設備

4 粉末消火設備

1 漏電火災警報器

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

そ

の

他

の

設

備

消 防 法 施 行 規 則 第 １ ３ 条 区 画   　有 　・　 無

  　有 　・　 無

2 その他

届出施
設の有

無

法令区画
の有無

特
例
適
用
申
請

警

報

設

備

消 防 法 施 行 令 第 ３ ２ 条 の 特 例

特 例 申 請 を す る 消 防 用 設 備

特 例 申 請 の 根 拠

1 圧縮アセチレンガス

　・給湯湯沸設備・乾燥設備・

　サウナ設備・火花を生ずる設備等

鎌ケ谷市消防本部 （ 別 棟 用 ）　

2 液化石油ガス

3 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー

4 燃料電池・発電・変電・蓄電池設備

5 ネオン管灯設備

6 少量危険物・指定可燃物

工 事 種 別

屋　　　　根

「

                                　　　       」

建
築
物
棟
別
概
要 軒　　　　裏

構 造

用 途

建築物の区分

外　　　　壁

設

置

予

定

の

消

防

設

備

等

消

火

設

備

避

難

設

備

床
面
積

普通階・無窓

　階の判定

ｍ

用　　　途

令別表第１

階

普通

無窓

　    項


